
○
介

護
認

定
審

査
会

の
委

員
の

任
期

は
、

介
護

保
険

法
施

行
令

第
６

条
に

よ
り

、
全

国
一

律
に

２
年

と
さ

れ
て

い
る

。

○
提

案
自

治
体

は
、

委
員

の
再

任
が

多
く

、
今

後
の

介
護

需
要

の
増

加
に

対
応

す
る

た
め

に
、

委
員

の
任

期
を

市
町

村
の

実
情

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

応
で

き
る

よ
う

な
措

置
を

求
め

て
い

る
。

介
護

認
定

審
査

会
の

委
員

の
任

期
に

つ
い

て

提
案

の
概

要

○
介

護
認

定
審

査
会

の
委

員
は

、
専

門
職

と
し

て
の

経
験

に
基

づ
き

、
審

査
資

料
か

ら
、

申
請

者
固

有
の

状
況

を
加

味
し

て
、

客
観

的
に

要
介

護
度

の
判

定
に

意
見

を
付

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

○
こ

の
た

め
、

委
員

の
任

期
に

関
し

て
は

、
審

査
判

定
の

客
観

性
を

確
保

し
、

ま
た

、
定

期
的

に
自

治
体

が
委

員
の

任
命

が
適

切
で

あ
る

か
を

判
断

す
る

た
め

、
現

在
、

任
期

を
全

国
一

律
２

年
と

し
て

い
る

。

○
な

お
、

委
員

の
任

期
が

２
年

で
あ

っ
て

も
、

適
任

で
あ

れ
ば

再
任

す
れ

ば
よ

い
も

の
で

あ
り

、
一

方
、

適
任

か
否

か
を

判
断

す
る

機
会

を
確

保
す

る
た

め
に

は
、

２
年

を
任

期
と

し
て

お
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

厚
生

労
働

省
と

し
て

の
考

え
方

通番１３：介護認定審査会の任期の条例委任（厚生労働省）
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要
介
護
認
定
の
仕
組
み

○
要

介
護

認
定

（
要

支
援

認
定

を
含

む
。
）
は

、
介

護
の

必
要

量
を
全

国
一

律
の

基
準

に
基

づ
き
、
客

観
的

に
判

定
す
る
仕

組
み

で
あ
り
、
一

次
判

定
及

び
二

次
判

定
の

結
果

に
基

づ
き
、
市

町
村

が
申

請
者

に
つ
い
て
要

介
護

認
定

を
行
う
。

①
一

次
判

定
・
・
・

市
町

村
の

認
定

調
査

員
に
よ
る
心

身
の

状
況

調
査

（
認

定
調

査
）
及

び
主

治
医

意
見

書
に
基

づ
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
を
行
う
。

②
二

次
判

定
・
・
・

保
健

・
医

療
・
福

祉
の

学
識

経
験

者
に
よ
り
構

成
さ
れ

る
介

護
認

定
審

査
会

に
よ
り
、
一

次
判

定
結
果
、
主
治
医
意
見
書
等
に
基
づ
き
審
査
判
定
を
行
う
。

1

申
請

主
治

医
意

見
書

基
本

調
査

（
７

４
項

目
）

特
記

事
項

認
定

調
査

員
等

に
よ

る
心

身
の

状
況

に
関

す
る

調
査

（
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
に

よ
る

推
計

）
一

次
判

定

要
介

護
認

定
基

準
時

間
の

算
出

状
態

の
維

持
・

改
善

可
能

性
の

評
価

二
次

判
定

介
護

認
定

審
査

会
に

よ
る

審
査

要
介

護
認

定

要
介

護
認

定
制

度
に
つ
い
て
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要
介

護
認

定
審

査
に
関

し
て

認
定
審
査
会
委
員
に
関
し
て

合
議
体
の
構
成
に
関
し
て

（
１
）
委

員
の
任
期
に
つ
い
て

委
員
の
任
期
は

2年
と
し
、
再

任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
２
）
委

員
の

要
件

委
員

は
、
保

健
、
医

療
又

は
福

祉
に
関

す
る
学

識
経

験
を
有

す
る
者

で
あ
り
、
各

分
野

の
均

衡
に
配

慮
し
た
構

成
と
し
、
市

町
村

長

（
特

別
区

に
あ
っ
て
は

区
長

。
以

下
同

じ
。
）
が

任
命

す
る
。

（
３
）
保

険
者

と
の

関
係

に
つ
い
て

認
定

審
査

会
に
お
け
る
審

査
判

定
の

公
平

性
を
確

保
す
る
た
め
、
原

則
と
し
て
保

険
者

で
あ
る
市

町
村

の
職

員
を
委

員
と
し
て
嘱

託

す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委

員
確

保
が

困
難

な
場

合
、
保

健
、
医

療
又

は
福

祉
の

学
識

経
験

者
で
あ
り
、
認

定
調

査
等

の
介

護
保

険
事

務
に
直

接
従

事
し
て
い
な
い
市

町
村

職
員

を
委

員
に
嘱

託
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
４
）
認

定
調

査
員

と
の

兼
務

に
つ
い
て

委
員

は
、
原

則
と
し
て
、
当

該
保

険
者

の
認

定
調

査
員

と
し
て
認

定
調

査
に
従

事
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
他

に
適

当
な
者

が
い
な
い
等

の
理

由
で
や

む
を
得

ず
委

員
を
認

定
調

査
に
従

事
せ

ざ
る
を
得

な
い
場

合
に
お
い
て
は

、
こ
の

限
り
で
な
い
。
そ
の

場

合
で
あ
っ
て
も
、
委

員
が

認
定

調
査

を
行

っ
た
審

査
対

象
者

の
審

査
判

定
に
つ
い
て
、
当

該
委

員
が

所
属

す
る
合

議
体

で
は

行
う
こ

と
が
で
き
な
い
。

合
議

体
の

委
員

の
定

数
は

、
５
名

を
標

準
と
し
て
、
市

町
村

が
定

め
る
数

と
す
る
。
な
お
。
以

下
の

場
合

な
ど
に
お
い
て
、
５
名

よ
り

少
な
い
定

数
に
よ
っ
て
も
認

定
審

査
会

の
審

査
判

定
の

質
が

維
持

さ
れ

る
も
の

と
市

町
村

が
判

断
し
た
場

合
、
５
名

よ
り
少

な
い

人
数

を
定

め
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の

場
合

で
あ
っ
て
も
、
３
人

を
下

回
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

・
要

介
護

認
定

及
び
要

支
援

認
定

の
更

新
に
関

わ
る
申

請
を
対

象
と
す
る
場

合

・
委
員
の
確
保
が
著
し
く
困
難
な
場
合
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要
介

護
認

定
の

適
正

な
実

施
の

た
め
の

取
り
組

み

○
要
介
護
認
定
に
精
通
し
た
者
が
、
介
護
認
定
審
査
会
の
場
に
訪
問
し
、
認
定
調
査
及
び
審
査
判
定

の
状
況
を
把
握
し
、
要
介
護
認
定
の
適
正
な
実
施
に

資
す
る
技
術
的
助
言
を
行
う
。

・
開
始
時
期
：
平
成
１
９
年
度
～

・
実
績
：
延
べ
４
６
３
か
所
訪
問
（
平
成
１
９
年
度
～

２
５
年
度
ま
で
の
累
計
）

○
認
定
調
査
員
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施

・
開
始
時
期
：
平
成
２
１
年
度
～

・
実
績
：
１
８
３
回
開
催

○
認

定
質

問
窓

口
を
設

置
し
、
各

自
治

体
か

ら
寄

せ
ら
れ

る
質

問
へ

回
答

・
開
始
時
期
：
平
成
２
１
年
度
～

○
e‐
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
認
定
調
査
員
向
け
研
修
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
問
題
集
等
の
提
供
）
の
実
施

・
開
始
時
期
：
平
成
２
２
年
度
～

○
要

介
護

認
定

に
お
け
る
認

定
調

査
や

審
査

判
定

に
関

す
る
デ
ー
タ
を
、
各

自
治

体
が

自
ら
の

立
ち
位

置
を
把

握
で
き
る
よ
う
に
集

計
・
分

析
し
て
、
提

供
す
る
。

・
開
始
時
期
：
平
成
２
２
年
度
～

・
実
績
：
各
年
２
回
提
供

○
介

護
認

定
審

査
会

向
け
Ｄ
Ｖ
Ｄ
教

材
を
各

自
治

体
に
提

供
（
平

成
２
２
年

度
）

○
各
自
治
体

で
実
施
す
る
研
修
に
活
用
で
き
る
研
修
資
料
の
提
供
（
平
成
２
３
年
度
）

要
介
護
認
定
適
正
化
事
業

○
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
が
実
施
す
る
認
定
調
査
員
研
修
等
に
対

し
て
補
助
を
行
う
。

・
開
始
時
期
：
平
成
１
１
年
度
～

・
実
績
（
※
）
：
認
定
調
査
員
研
修

６
３
自
治
体

介
護
認
定
審
査
会
委
員
研
修

５
８
自
治
体

主
治
医
研
修

５
２
自
治
体

介
護
認
定
審
査
会
運
営
適
正
化
研
修

４
３
自
治
体

※
２
５
年
度
交
付
決
定
自
治
体
数

認
定
調
査
員

等
研
修
事
業
（
補
助
金
）

○
要
介
護
認
定
に
関
わ
る
都
道
府
県
職
員
や
、
各
市
町
村
に
お
い
て
認
定
調

査
の
指
導
的
立
場
に
従
事
す
る
職
員
を
対
象
に
、
要
介
護
認
定
に
関
す
る
研

修
を
実

施
す
る
。

・
実

績
：
２
回

（
平

成
２
５
年

度
）

都
道
府
県
職
員
や
認
定
調
査
員
を
対
象
と
し
た
研
修
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